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島田市公共施設包括管理業務委託基本仕様書 

 

この仕様書は、優先交渉権者と島田市との契約に係る仕様書の原案です。企画提案

書作成の参考としてご活用ください。契約の締結に当たっては、企画提案書を踏まえ

て、優先交渉権者と本市との協議により、対象施設、点検・保守対象、点検頻度等、

仕様の詳細を整えるものとします。 

本業務のプロポーザル実施要領に掲げる趣旨及び目的を十分に理解した上で、幅広

い視点での効果的かつ効率的な企画提案を期待します。 

 

第１章 総則 

１ 業務の目的 

島田市公共施設包括管理業務（以下「本業務」という。）は、島田市が保有する

公共施設に係る保守管理業務を包括的に委託し、保守管理の質の向上、業務の効率

化等を図ることにより、今後の持続可能な公共施設の管理運営につなげることを目

的とする。 

 

２ 委託期間 

本業務の委託期間は、令和８年４月１日から令和13年３月31日までとする。 

 

３ 本市担当者 

本仕様書において、次の各号に掲げる本市担当者の区分は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

ア 総括監督職員 本業務の総括管理を担当する資産活用課の課長をいう。 

イ 監督職員 各施設の管理を担当する当該施設所管課の課長をいう。 

ウ 施設管理担当職員 各施設の管理を担当する当該施設所管課の担当職員及び

当該施設の職員をいう。 

 

４ 受託者担当者 

(1) 本仕様書において、次の各号に掲げる受託者担当者の区分は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

ア 総括責任者 本業務について総合的に把握し、各業務責任者及び業務従事者

に対する総括的な指揮及び監督を行う者をいう。 

イ 業務責任者 総括責任者の総括的な指揮及び監督の下、それぞれ担当業務に

関し、業務担当者に対する指揮及び監督を行う者（受託者が本章第７項の規定

に基づき本業務の一部を第三者へ委託（以下「再委託」という。）する場合に

おいては、再委託の相手方（以下「再委託先」という。）に所属する者を含

む。）をいう。 

ウ 業務担当者 総括責任者の総括的な指揮及び監督並びに業務責任者の指揮及

び監督の下、それぞれの担当業務に従事する者（受託者が再委託する場合にお
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いては、再委託先に所属する者を含む。）をいう。 

(2) 受託者は、ビルマネジメント等の業務担当者の監督を行う実務経験を５年以上

有し、本業務に必要な技術力、マネジメント能力及びコミュニケーション能力を

有する者を総括責任者として定め、本業務の開始前に総括監督職員に届け出る。

総括責任者を変更する場合も同様とする。 

(3) 受託者は、各業務に関して関係法令及び本仕様書に定められた資格等を有する

者を業務責任者として定め、各業務の開始前に総括監督職員に届け出る。業務責

任者を変更する場合も同様とする。なお、業務に支障を来さない範囲で、複数の

業務及び施設の業務責任者を兼ねること、及び、総括責任者と業務責任者を兼ね

ることを妨げない。 

 

５ 一般事項 

(1) 受託者は、本業務を的確に行うため、適正な人員を配置し、業務全般の進行管

理を行うとともに、協議事項が発生した場合には適切に対応するなど、総合的な

管理を責任をもって自主的、計画的、かつ積極的に行わなければならない。 

(2) 本仕様書は、本業務の大要を示すものであり、本仕様書に具体的な記載のない

ものであっても、本業務の対象設備の付属品等の点検や、業務の性質上受託者が

実施することが合理的と認められる軽微な事項は、受託者が実施するものとす

る。 

(3) 受託者は、複数施設、複数業務を管理するメリットを活かし、業務品質の向上

及び業務の効率化のための工夫を積極的に講じるものとする。 

(4) 本業務の履行確認は、原則として報告書等の文書によるものとする。なお、業

務完了後では確認できない場合等は、必要に応じて業務の履行状況が分かる写真

等を提出するものとする。 

(5) 本業務の実施により生じた撤去品等の取り扱いについては、総括監督職員、監

督職員又は施設管理職員の指示に従うものとする。 

(6) 本業務の実施により生じた廃材、廃油等の処分は受託者の負担とし、適正に処

分する。 

(7) 本業務上知り得た施設、設備その他全てに関する情報は、他に漏らしてはなら

ない。 

(8) 「第３章 特記事項」に記載がある事項については、特記事項を優先する。 

(9) 本業務の対象設備等の種別・数量について本仕様書に記載の内容と現況に相違

がある場合は、現況を優先する。この場合において、受託者は速やかに総括監督

職員へ報告する。 

 

６ 関係法令に基づく手続等 

(1)受託者は、本業務の実施に当たり、関係法令を遵守しなければならない。ま

た、本業務に関連する法令等の改正があった場合は、遅滞なく当該業務の見直し

を行い、総括監督職員に報告するものとする。 
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(2) 本業務の実施に伴って必要な官公庁、その他関係機関への手続きは、受託者が

自らの負担において行うものとする。 

(3) 本業務対象施設に対して関係法令等に基づく立入検査等が実施される場合、受

託者は、施設所管課からの要請があれば、当該検査等に立ち会うものとする。 

(4) 受託者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物

に該当する施設にあっては、建築物環境衛生管理技術者を選任する。 

 

７ 再委託の承認 

(1) 受託者は、本業務の全部を一括して再委託してはならない。また、受託者が本

業務の一部について再委託しようとする場合は、あらかじめ本市の承諾を得なけ

ればならない。 

(2) 受託者は、前項後段の規定に基づき、本市の承諾を求める場合は、再委託の相

手方及び内容、再委託の相手方に提供する情報、その他再委託の相手方の管理方

法等を書面により本市へ提出しなければならない。 

 

８ 使用機材等 

受託者は、本業務の実施に必要な計器、工具、仮設材、養生材及び記録用紙等事

務消耗品を自らの負担で調達するものとする。 

 

９ 資料の貸与 

受託者は、本業務の実施に当たり、必要な図面その他資料について、借用を申し

出ることができるものとする。この場合において、本市は、施設の管理に支障のな

い範囲でこれを貸与する。 

 

10 施設の利用等 

受託者は、業務の実施に必要な範囲において、本市が保有する施設を利用できる

ものとする。この場合において必要となる光熱水費は、本市が負担する。 

受託者は、本業務の実施に必要な事務所スペース及び自動車等の駐車スペースを

自らの負担で確保するものとする。 

 

11 委託料の支払い 

本業務に係る委託料の支払いは、均等分割による事後払いとする。（各月払い、

四半期払いなど支払回数及び時期については、受託者の意向に従って定めるものと

する。） 

 

12 保守点検・清掃等業務 

(1) 受託者は、「第３章 特記事項」のとおり保守点検・清掃等業務を実施しなけ

ればならない。 

(2) 受託者は、作業終了後、作業完了報告書を作成の上、監督職員又は施設管理担
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当職員に提出し、確認を受けなければならない。 

(3) 受託者は、保守点検・清掃等業務の実施又は施設管理職員等からの通報により

破損又は故障等の不具合を確認した場合は、必要に応じて本章第14項に掲げる軽

微な補修等を行うとともに、直ちに監督職員又は施設管理担当職員に報告する。 

 (4) 市役所本庁舎には、統括管理業務として常駐設備員を置く。設備員は巡回点検

業務及び建物、各種設備目視点検等を実施する。なお、保守点検・清掃等業務の

休日立会対応を年間10日程度含むものとする。詳細については、別紙「市役所常

駐員業務仕様書」のとおりとする。 

 

13 巡回点検業務 

 (1) 受託者は、「第３章特記事項」のとおり巡回点検業務を実施する。 

 (2) 受託者は、作業終了後、作業完了報告書を作成の上、監督職員又は施設管理職

員に提出し、確認を受けなければならない。 

 (3) 受託者は、巡回点検業務の実施により破損又は故障等の不具合を確認した場合

は、必要に応じて本章第15項に掲げる補修等を行うとともに、作業終了後直ちに

総括監督職員に報告する。 

 (4) 受託者は、市内23施設（別紙一覧）に導入されているスマートロックの電池交

換を行う。※交換用の電池は、市が用意するものとする。 

 

14 不具合通報等への対応 

(1) 受託者は、監督職員又は施設管理担当職員からの破損又は故障等の不具合の通

報を、24時間365日受けることが可能な窓口を設置するとともに、次の(2)から

(4)までに定める緊急対応体制を整備する。 

(2) 受託者は、監督職員又は施設管理担当職員から、本業務の対象施設の建築物及

び設備等に関する不具合の発生について通報を受けた場合は、当該不具合の状況

を確認し、原因を特定するため、直ちに業務従事者を派遣し、「到着時刻、復旧

見込・不具合原因等」について監督職員又は施設管理担当職員に報告するものと

する。ただし、監督職員又は施設管理担当職員から業務従事者を派遣しないこと

について承諾を得た場合は、この限りでない。 

(3) 上記にかかわらず、人命に関わる事態、停電、断水、その他緊急事態が生じて

いる場合は、直ちに業務従事者を現地に派遣する。 

(4) 機器の不具合が発生し、受託者が不具合の原因を特定できない場合は、原則と

して不具合発生から24時間以内に、当該設備等の製造者又は納入者の作業員等を

派遣し、不具合原因の特定に当たらせるものとする。 

(5) (1)から(4)までの対応に必要な費用は、受託者の負担とする。 

 

15 軽微な補修等 

(1) 受託者は、本章第12項及び第13項の業務の実施により確認した破損又は故障等

の不具合箇所について、次の各号に掲げる軽微な補修を行うことで当面、機能が
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維持できる場合は、自らの負担で補修するものとする。 

ア 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃 

イ 取り付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整 

ウ ボルト、ねじ等の緩みがある場合の増し締め 

エ 潤滑油、グリス、充填油等の補充 

オ 接触部分、回転部分等への注油 

カ 軽微な損傷がある部分の補修（交換部品を除く。） 

キ 塗装（タッチペイント程度） 

ク 給排水設備に関連するパッキンの交換 

ケ 屋上の排水溝周りの清掃、防水層の簡易補修 

コ その他これらに類する軽微な作業 

(2) 受託者は、本章第13項の業務の実施により確認した破損又は故障の不具合箇所

のうち、専門的な知識・技術・特殊工具を必要としない「不具合の解消・改善」

対応で、購入した部材等を用いて自ら補修できるものについては、修繕を行うも

のとする。この際の部材等の費用と修繕対応費については別途費用とし、修繕対

応費は協議によって決定するものとする。 

 

16 業務実施計画書の提出 

(1) 受託者は、本業務の実施に当たり、あらかじめ各業務の実施スケジュールや実

施体制等について、対象施設の監督職員又は施設管理担当職員と調整の上、年度

ごとの業務実施計画書を作成するとともに、各年度開始前に総括監督職員に提出

し、承諾を得なければならない。なお、年間業務実施計画書に変更が生じた場合

は、適宜修正し、総括監督職員に届け出なければならない。 

(2) 受託者は、本業務の実施に当たり、月ごとの各業務の実施スケジュール等につ

いて、対象施設の監督職員又は施設管理担当職員と調整の上、年間業務計画書に

基づく月間業務計画書を作成するとともに、実施する月の前月20日までに総括監

督職員に提出し、承諾を得なければならない。 

 

17 報告書等の提出 

(1) 受託者は、本章第12項及び第13項の業務に関し業務報告書を作成し、作業完了

報告書を添付の上、月ごとにまとめて実施した月の翌月10日までに総括監督職員

に提出しなければならない。 

 (2) 受託者は、報告書等について可能な限り加工・分析がしやすい電子データで、

総括監督職員に提出すること。データの形式等、詳細については協議により決定

する。 

 (3) 本市は、受託者の提出した業務報告の検査又は確認を行う。また、仕様に適合

しないとき又は不都合と認めたときは、受託者に対し業務の手直しを命ずること

ができる。 
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18 施設管理情報の整理等 

受託者が作成した各報告書及び不具合・故障履歴等は、分かりやすく整理し、本

市担当者の求めに応じてすぐに提供できるようにしておくこと。本市と協議の上、

必要な情報については、本市担当者が常時確認できるようにすること。 

 

19 追加サービスの実施 

受託者は、本業務に係る公募型プロポーザル方式による受託者選定手続きにおい

て提案した追加サービスについて、本市との協議を経て決定した内容に基づき、本

業務の一部として実施するものとする。 

 

20 業務の引継ぎ 

  受託者は、委託期間の満了又は契約の取消しにより、次の受託者に業務を引き継

ぐ場合は、円滑な引継ぎに協力するものとする。 

 

21 協議等 

本業務の実施について疑義が生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項につい

ては、必要に応じて本市と受託者とが協議の上、定めることとする。 

 

第２章 作業一般事項 

１ 作業の打合せ 

受託者は、第３章特記事項に記載された点検時期に基づき、あらかじめ監督職員

又は施設管理職員と作業日時について、事前の調整を行う。また、監督職員又は施

設管理職員と作業内容について十分な打合せを行い、施設管理担当課の承諾を得

て、作業を実施する。 

 

２ 作業の周知 

作業に際し、当該施設の機能の一部又は全部の停止が必要な場合は、事前に監督

職員又は施設管理職員に連絡する。また、監督職員又は施設管理担当職員からの要

望により、施設関係者への周知が必要な場合は、別途周知を行う。 

 

３ 作業時の服装、言動等 

作業を行う者は、服装、作業態度及び言動等に注意するとともに、作業関係者で

あることがわかるように、必要に応じて、腕章又は胸章を着用する。 

 

４ 作業中の標識等 

作業の実施に当たり、要所に作業中であることを標識等の掲示により周知すると

ともに、必要に応じ立入防護柵を設けるなどの施設利用者の安全を確保する。 

 

５ 作業用車両等 
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作業の実施に当たり敷地内に車両を駐車する場合は、あらかじめ許可を受けると

ともに、作業用車両であることを表示する。 

 

６ 事故防止等 

作業の実施に当たり、火災・盗難・事故の防止に心掛けるとともに、 職員、施

設利用者、建物、電気、機械、衛生設備、通行車両、備品、本施設内の各電算機器

等及び近隣施設に対して、危害又は損害を与えないように十分留意する。 

 

７ 安全及び衛生 

作業の実施に当たり、関係法令に基づいて適切な安全及び衛生の管理を行うとと

もに、作業に着手する前のミーティング、作業中標識の掲出、危険予知訓練等を実

施し、火災、感電、転落、衝突、酸欠等の事故の防止を全ての業務従事者に徹底す

る。 

 

８ 整理・整頓 

常に諸機材その他の整理、整頓を心掛け、作業終了後は速やかに後片付け及び清

掃を行う。 

 

第３章 特記事項 

１ 本章において、個別業務ごとに、「対象施設」、「業務内容」、「対象機器」、

「点検頻度」、「報告書」、「資格」、「業務の条件」等の詳細を定めることと

します。 

２ 現に市が委託している業務については、現行の仕様書の内容と現況について十分

に精査し、効率的かつ適正な水準で行うものとします。 


